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経営事項審査の制度改正（令和５年１月改正）による 

再審査申立ての取扱いについて（三重県知事許可業者） 
 

令和５年１月１日から経営事項審査の制度改正がなされたことに伴う、再審査申立ての取扱

いは以下のとおりです。 

制度改正前の審査基準に基づく審査の結果の通知を受けている建設業者は、施行日（令和５

年１月１日）から１２０日以内に限り、新たな審査基準を適用した再審査を申立てることがで

きます。再審査申立ての取扱いは以下のとおりです。 

 

１ 改正内容（詳細は国土交通省資料「経営事項審査の主な改正事項（令和５年１月１日・一

部令和４年８月１５日改正）」を参照）※ 

・W1-9 ワーク・ライフ・バランス（WLB）に関する取組の審査基準及び評点 

・W7 建設機械の保有状況の改正 

・W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正 

※今回の再審査対象は令和５年１月１日以降の申請に係る箇所のみです。 

 

２ 再審査の受審義務について 

  今回の改正において、再審査の受審は基本的に任意です。入札参加資格申請をしている国、

県、市町等の各発注機関の取扱いについては、各発注機関へご確認ください。 

※発注機関が再審査の受審を義務付けている場合でも、発注機関の格付け対象期間、新旧

基準の取扱い、各企業の決算時期、経審の受審時期（結果通知の時期）等により、個々の

企業で再審査の要否は異なります。入札参加資格申請先のいずれかで、再審査の結果が必

要となる場合は再審査の申立を行ってください。 

 

３ 再審査の申立てができる経営事項審査の結果 

  再審査の申立ては、施行日（令和５年１月１日）から１２０日以内に限られるため、申立

期間は、令和５年４月２８日（金）までとなります。 

再審査申立時において、制度改正前の基準により通知された直近の経営事項審査の結果で、

有効期限内（審査基準日から１年７ヶ月以内）にあるものは、再審査を申立てることができ

ます。ただし、制度改正後の令和５年１月１日以降に経営事項審査を受審する申請者におい

ては、新たな審査基準で審査を受けることができるため、その結果について再審査を申立て

ることはできません。 

なお、再審査の申立てにより経営事項審査の有効期限が延長されるものではありません。 

 

４ 再審査の申立てをした場合の旧基準結果の取扱い 

  旧基準により既に通知した結果通知書は回収しません。なお、インターネット公表される

結果については、再審査の結果に置き換えられます。 

 

５ 再審査の申立方法 

  申立期限 ：令和５年４月２８日（金）必着 

   提出方法 ：提出書類及び添付書類を提出先まで郵送又は持参ください。 

       （持参の場合は、書類をいったんお預かりし、後日の審査となります。） 

  提 出 先 ： 〒514-8570 津市広明町１３番地 

        県土整備部建設業課 電話 059-224-2660 

  ※郵送の場合は、「経営事項審査再申請」と朱書してください。 

提出部数 ：２部（正・副）及び確認資料１部 

副本は受付後控えとして返却しますが、確認資料は返却しないため、写しを 
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提出してください。 

     ※控えは後日、内容等についてお聞きすることもございますので、大切に保

管しておいてください。 

  審査手数料 ：無料 

 

６ 手続きの流れ 

       ①申立書受付、書面審査（建設業課にて、書類のみの審査） 

   

 特に確認事項等がない場合  確認事項、補正事項有りの場合 

                 ②確認、補正事項の聞き取り作業等 

 

           ③結果通知書の発行 

 

④入札参加資格登録の共同受付または各市町等の発注機関へ届出 

 
スケジュール 

① 申請書受付、

書面審査 
１月受付 ２月受付 ３月受付 ４月受付 

② 補正作業 ２月中旬 ３月中旬 ４月中旬 ５月中旬 

③ 結果通知日 ２月２８日 ３月３１日 ４月２８日 ５月３１日 

 ※ 処理は月次単位で行います。 

※ 結果通知書は、受付月の翌月末日に発送します。補正がある場合、結果通知が遅れる場

合があります。 

※ 受付数などにより、スケジュールが前後する場合があります。 

※ 記載事項に不備がある場合や添付書類の確認が必要な場合は、別途電話による聞き取り

等を実施しますので、ご協力をお願いします。 

 

７ 再審査申立ての提出書類（①～④） 

  経営事項審査再審査申立書 チェックリスト（令和５年１月改正用）に記載の書類 

①申立書類 ２部（正・副） 

②添付書類 ２部（正・副） 

③確認書類 １部（写し） 

④経営事項審査再審査申立書 チェックリスト（令和５年１月改正用） 

 

※ 書類は、全て提出となります。 

※ 必ず『経営事項審査申請の手引き（令和５年１月版）』をよく読み、再審査を申し立てる項目

において必要な提出書類及び確認書類がある場合は過不足なく添付してください。 

※ 「再審査対象となる」をわかりやすいように「前回」と表現しております。 

※ 電子申請には対応しておりませんので、書類は印刷して提出してください。 
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８ 再審査申立書記入にかかる留意事項 

Ｐ４以降の記載例を参考にして作成してください。 

下記以外の様式については、前回の申請と全く同じ内容で作成してください。なお、前回と同内

容の様式に係る提出書類及び確認書類は添付不要です。 

 

（１）申立書 経営規模等評価再審査申立書 総合評定値請求書 

ａ 項番０５ 「４」と記入してください。 

ｂ 前回の申請書から審査対象業種を変更することはできません。 

  ｃ Ｐ５の下段の枠内には以下のとおり記入してください。 

「審査結果の通知番号」→前回の結果通知書の真ん中「行政庁記入欄」の番号「XX－XXXXXX」

を転記 

「審査結果の通知の年月日」→前回の結果通知書の右上 結果通知書の通知日を転記 

「再審査を求める事項」→「令和５年１月１日施行の改正に係る事項」と記入 

「再審査を求める理由」→「制度改正のため」と記入 

ｄ 項番１７ 前回の申請において選択した、自己資本額における基準決算と２期平均の区分変

更することはできません。 

 

（２）別紙一 工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高（前回の書類の写しでも可） 

  ａ 前回の申請において選択した、年間平均完成工事高における２年平均と３年平均の区分を変

更することはできません。 

ｂ 前回の申請と全く同じになります。 

 

（３）別紙二 技術職員名簿（前回の書類の写しでも可） 

   前回の申請と全く同じになります。 

 

（４）別紙三 その他の審査項目（社会性等） 

  ａ 令和５年１月１日以降申請用の新様式を使用してください。様式は三重県ホームページ「建

設業のための広場」の経営事項審査関係書類一覧に掲載しています。 

  ｂ 制度改正を反映した内容を記載のうえ提出してください。 

 

（５）別添様式 建設機械の保有状況一覧表 

  ａ 建設機械の保有状況に関し再審査を申し立てる場合に提出してください。 

ｂ 令和５年１月１日以降申請用の新様式（記載要領を改訂）を使用してください。様式は三重

県ホームページ「建設業のための広場」の経営事項審査関係書類一覧に掲載しています。 

ｃ 制度改正を反映した内容を記載のうえ提出してください。 

  ｄ 該当する建設機械の提出書類についても、経営事項審査申請の手引（特に P.11、P.17 注 11

～P.18注 15、P.50～51、P.57～P.58）を参照のうえ添付してください。 

   ※特に自動車検査証については、審査基準日（申請日ではない）が車検満了日から遡って１年

以内のものであることが必須です。その他の条件についても、上記の手引の該当ページを必

ずご覧ください。 

    

（６）各項番の個別的事項 

項番０２～０４ 前回と同じ 

項番０５ 「４」を記入 

項番０６～２０ 前回と同じ 

項番３１～３４ 前回と同じ 

項番８１～８２ 前回と同じ 

項番４１～６７ 改正項目を反映して記載 
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９．再審査申立書の記入例 

○再審査申立業者 

三重県組（株） 

審査基準日：令和 4年 8月 30日 

許可業種：土木一式、とび土、管、舗装 

【申請例】 

三重県組（株）は、令和 4 年 11 月 18日に経審を受審しました（審査基準日：令和 4年 8 月 30

日）。受審業種は、「土木一式」、「とび土」、「管」、「舗装」、の４業種です。結果通知書は、令和 5

年 1月 20日に送付されました。 

このたび、令和 5年 2月 2日に再審査の申立てを行います。 

この場合の記入例は以下のページをご参照ください。 
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 再審査記入例 
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「別紙一」については、前回申請時点のものを

変更することはできませんので、そのまま転記

していただくか、コピーを付けてください。 
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